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前文 

  私たちは、農業者の期待と信頼に応え、恵まれた葛巻町の自然を活かし、希望に満ちた農業

と潤いのある豊かな農村社会を確立するため、ここに憲章を定めます。 

 

 

１ 葛巻町農業委員会は、農業者の代表として、誇りと責任ある行動に努めます。 

 

１ 葛巻町農業委員会は、新しい時代をひらく農政の確立のため、関係団体と連携し

て組織活動の強化に努めます。 

 

1   葛巻町農業委員会は、農業振興と魅力ある農業を確立するため、担い手の育成と

後継者の確保に努めます。 

 

１ 葛巻町農業委員会は、農家経営の安定と生活の向上のため、農用地の有効利用と

流動化を推進し、情報の収集と提供に努めます。 

 

１ 葛巻町農業委員会は、活力と潤いのある農業・農村を確立するため、構造政策の

推進と地域の活性化に努めます。 


